
資料９ 

経営事項審査の活用等について 

 

Ⅰ 資格審査における客観評価と主観評価 

 

＜基本的な認識＞ 

 

○ 公共発注者は、建設工事の規模、建設工事が要求する技術的水準等を勘案して、それ

に見合う履行能力を有する建設業者を選定する必要 

 

○ 工事の契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事の実績、従業員の数、資本の額そ

の他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、必要な資格を審査 

 

○ 資格審査の対象となる事項は、客観的事項と主観的事項に区分。このうち、客観的事

項は、どの公共発注者が行っても同一の結果となるべき事項について、建設業の許可行

政庁が統一的に一定基準により審査 

 

○ 経審は、資格審査の対象となる事項の全てをカバーしているわけではなく、地域特性

等に応じて各公共発注者が独自に審査すべき主観的事項については、経審ではカバーで

きない部分 

 

○ 経審の結果は、こうしたことを理解して用いるべきもの 

 

 

＜客観評価と主観評価に関する論点＞ 

 

○ 経審の結果が独り歩きしているのではないか。 

 

○ 公共発注者は経審結果のみによって資格審査を行うのではなく、主観評価も行うべき

ではないか。 

 

○ 主観評価を行うべきであるとしても、体制の整わない地方公共団体では難しいのでは

ないか。 

 

○ 主観評価を行うべきであるとしても、主観評価の内容等が恣意的であるとの批判の可

能性等を考えると、地方公共団体は主観評価に躊躇するのではないか。 



 

○ 地方公共団体が主観評価をするに当たってのモデル的な評価内容や基準があると主観

評価を導入しやすいのではないか。 

 

 

Ⅱ 経審の評価結果の使い方 

 

＜経審の評価結果の通常の使い方＞ 

 

総合評定値（Ｐ点）に応じて資格審査（格付け） 

 

＜経審の評価結果の使い方に関する論点＞ 

 

○ 公共発注者のニーズに応じて、例えば、公共発注者が重視する評価項目については独

自に加重して評価したものを使用するなど、評価結果の資格審査への反映の仕方には幅

があってもよいのではないか。 

 

○ 個別工事における入札参加資格を審査するに当たり、経審における社会保険への加入

状況等の情報を使ってはどうか。 

 

○ 総合評価方式の拡大を図ろうとする中、体制の整わない公共発注者が簡易な方法によ

って総合評価を行う際、例えば、防災協定締結の有無等の評価項目を加味して評価して

はどうか。 

 

○ 受発注者相互の負担や手間を緩和する観点から、経審の評価結果を利用しやすくする

には、どのような方法が適当か。 



参考 

※ 主観評価の例 

客観評価（経審） 主観評価（公共発注者の例） 

工事種類別年間平均完成工事高 

利益額 

自己資本額 

経営状況 

業種別技術職員数 

工事種類別元請完工高 

労働福祉の状況 

建設業の営業年数 

公認会計士等の数 

防災協定締結の有無 

研究開発の状況

工事成績 

ＩＳＯ等の取得の有無 

障害者雇用、高齢者雇用の有無 

育児制度、介護制度等の整備の有無 

建設機械保有の有無 

建設機械運転技術者雇用の有無 

社会貢献表彰等の有無 

不誠実な行為の有無、信用状態等 

管内の建設業者の合併等に関する特例の基準等に基づ

く加算 

 下線が付された項目は、今回の改正で新たに導入予定のもの 

 

※ 入札参加条件の例 

・経審○○○点以上 

・過去の施工実績 

・過去の施工工事の工事成績 

・○○県内に本社を置いていること 

・○○県内に支店（営業所を含む）を置いていること 

・○○県内での施工実績の有無 

・地元産品の購入 

・配置技術者の施工経験、資格等 

・安全管理の状況 

 

※ 総合評価における評価項目の例 

・企業の施工能力 

 ：同種工事の施工実績、工事成績 

・配置予定技術者の能力 

 ：同種工事の施工実績、保有資格 

・地域貢献 

 ：営業拠点の所在地、防災協定等に基づく活動 

・その他 

 ：手持ち工事量 



 

 

※ 主観評価の導入状況（平成１８年４月１日現在） 

 

発注者種別 導入者数（かっこ内は各発注者全体数） 導入率（％） 

国 

特 殊 法 人 

都 道 府 県 

政令指定都市 

市 区 町 村 

         ４  （１８） 

        １１ （１３１） 

        ４７  （４７） 

        １４  （１５） 

       ６６８（１８２８） 

    ２２ 

      ８ 

    １００ 

    ９３ 

    ３７ 

 



（別紙）
公共工事の発注のフロー

競争参加資格審査

○客観的事項

○主観的事項

総合評定値を利用。

発注者のニーズに応じて、
評価項目を加味して利用
することが考えられる。

等級別登録（格付け）

有資格者名簿作成

個別工事

入札参加条件の設定

（入札参加）

総合評価
総合評価の評価項目を
確認するために利用する
ことが考えられる。

入札参加条件を満たして
いることを確認するために
利用することが考えられる。

経営事項審査

（落札者の決定）


